
 

令和７年度 第４回秋葉警察署協議会議事概要  

 

 

開催日時  令和８年２月12日（木）午後２時20分から午後４時05分まで 

開催場所  秋葉警察署講堂 

出 席 者 

委   員
 

（定数７人） 

川名会長 髙橋（健）副会長 今里委員  

佐藤委員 髙塚委員 髙橋（穣）委員   

渡邊委員 

（会長・副会長以下50音順）
 

計７人 

警   察 
山﨑署長 菅原副署長 仙田会計課長 

岡村生活安全課長 本多地域課長 

廣川刑事課長 後 交通課長 警務課長 

計８人 

 

管内の治安情勢 

 署長から、令和７年中の管内の治安情勢について、資料に基づき説明があった。 

重点事項に対する業務推進状況 

 署長等から、前回答申した重点推進項目の取組状況について説明があった。 

１ 特殊詐欺被害及びＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺防止対策の強化 

(1) 被害防止対策 

  ア 地元幼稚園との被害防止広報（年金支給日） 

12月15日、秋葉区役所１階において地元幼稚園児16名と特殊詐欺被害防止広

報を実施した。 

  イ 金融機関における被害防止広報（年金支給日） 

    地元金融機関において、被害防止広報活動を実施した。 

  ウ 110番の日広報 

    令和８年１月13日、地元大型商業施設において、来店客への被害防止広報を

実施した。 

  エ 地元防犯連絡協議会における講話 

    12月６日、地元防犯連絡協議会において特殊詐欺被害対策講話を実施した。 

(2) 感謝状の贈呈 

   タクシー運転手及び地元金融機関等に特殊詐欺（オレオレ詐欺）被害未然防止

に対する署長感謝状を贈呈した。 



２ 自転車盗難等被害防止対策 

(1) 被害防止対策 

  ア 地元幼稚園との被害防止広報 

12月15日、秋葉区役所において地元幼稚園児16名と鍵掛け広報を実施した。 

  イ 110番の日広報 

    令和８年１月13日、地元大型商業施設において、来店客への鍵掛け広報を実

施した。 

(2) 年末における特別警戒の実施 

   12月10日特別警戒出発式を行い、管内の駅などを中心に警戒化活動を強化し、

強盗やひったくりなど街頭での犯罪発生の警戒・抑止活動を実施した。 

   また、管内の金融機関やコンビニエンスストアなどの警戒活動を実施し、各店

舗への声掛けや駐留警戒などを実施した。 

３ 冬の交通事故防止対策 

(1) 横断歩行者の交通事故防止 

＜冬の交通事故防止運動＞ 

○ 期   間 令和７年12月11日（木）～12月20日(土)までの10日間 

○ スローガン 「冬の道 慌てず急がず 安全運転」 

○ 運 動 重 点  

・ 横断歩行者の交通事故防止～渡るよサインの活用～ 
・ 飲酒運転の根絶 

・ 冬道の安全走行 

  運動初日の12月11日（木）地元大型商業施設において、来客者に対してチラシ

及び啓発品を配布し、道路横断時や車両運転時の交通事故防止広報を実施した。 

(2) 飲酒運転の根絶 

   飲酒運転根絶のための飲食店訪問指導 

   12月19日（金）夜間営業中の地元飲食店に対して、飲酒運転根絶に関するポス

ターの掲示や来店客に対する帰宅方法の確認等を依頼し、飲酒運転根絶を呼び掛

けた。 

(3) その他 

ア 地元こども園における交通安全教室 

    12月16日（火）地元こども園において運輸会社との連携により、園児40名に

対して横断歩道の渡り方や腹話術による交通安全教室を実施した。園児たち

は、オリジナル反射材とメッセージカードの作成や「反射材つけます、つけて

ね宣言」を実施した。園児たちには県警マスコットのひかりちゃんからクリス

マスプレゼントとして反射材が贈られた。 

イ レッド警戒による警戒活動（パトランプ点灯による警戒活動） 

    11月４日から12月20日にかけて、運転者に対する緊張感の保持や交通事故防

止を呼び掛けるため、レッド警戒を実施した。 

 

 

 



諮問 

 署長から、当面の重点推進事項について次のとおり諮問があった。 

１ 特殊詐欺被害及びＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺防止対策の強化 

２ 自転車盗難等被害防止対策 

３ 春の交通事故防止対策 

(1) 新入園・新入学児を中心とした横断歩行者の交通事故防止 

(2) 自転車利用者に対する指導取締り 

４ 高齢歩行者・高齢運転者の交通事故防止 

答申      

質疑の後、秋葉警察署協議会として協議、検討した結果、諮問のとおり推進するよう

答申した。 

 意見・要望・質疑等（○は署長等の説明） 

１ 全国的にノーマルタイヤの車によるスタックや交通事故が発生している。緊急車

両の通行の妨げや他のドライバーの迷惑になっているので罰則を重くしていただき

たい。 

 〇 ご意見について警察業務の参考とさせていただきます。指導取締りを実施する

とともに効果的な広報活動により、交通事故防止に努めてまいります。 

速度等取締り指針の策定  

 交通課長から、交通事故発生実態に合わせた速度等取締りを実施する旨の説明があ

り、了承した。 

 その他 

 会議に先立ち、道場において剣道訓練を見学した。 

 

 


